別　添
令和８年度和気町若者の移住定住・関係人口創出事業支援業務
仕様書
１　委託業務名
令和８年度和気町若者の移住定住・関係人口創出事業支援業務

２　業務期間
[bookmark: _Hlk233208279]契約締結日から令和９年３月３１日まで

３　本業務の目的
本町では、高齢者の転入超過と若年層の転出超過により、高齢化が加速する状況にある。本事業では若者の転出超過の解消を第一義とし、その解決にあたってはプレイスアタッチメント（特定の場に対し関わりを増やすことで愛着を醸成すること）が有効な手段と考える。また若者に対して自己効力感の向上、すなわち役割や成長を実感できる機会が不足している。これは町外に住む若者に対しても同様であり、和気町と関わる若者を増やし、自己効力感を向上させる機会を設けることにより関係人口から転入という流れを構築する。
さらに、総合計画等の上位計画との整合を取り、地域と連携する形で本事業を推進することにより高い実効性を担保する。

４  業務の内容
※別紙
「令和８年度和気町若者の移住定住・関係人口創出事業支援業務特記仕様書」参照

５  成果品の納期限
令和９年３月３１日

６  留意事項
（１）人員配置等
ア　受託者は、業務の進捗を図るため、契約に基づく必要な技術者を配置しなければならない。
イ　受託者は、総括責任者および主任研究員等をもって、秩序正しい業務を行わせるとともに、高度な技術を要する部門については、相当の経験を有する技術者を配置しなければならない。
ウ　総括責任者は、高度な技術・知見と同等の経験を有する者とし、業務の全般にわたり技術的管理を行わなければならない。
エ　照査技術者は、設計図書に定める業務または監督員の指示する業務の節目ごとにその成果の確認を行うとともに、成果物の内容について技術上の照査を行わなければならない。
オ　総括責任者は、照査技術者を兼ねることはできない。

（２）貸与資料等
ア　委託者は、業務の実施に当たり必要な資料を受託者に貸与する。
イ　受託者は、貸与を受ける資料の借用書を提出するとともに、貸与を受けた資料の所在を明らかにし、汚損、亡失等のないよう厳重に管理する。

（３）計画書の提出等
ア　受託者は、業務の着手前に、各工程の細部計画を立案し、実施工程表を作成するとともに、主任研究員届、着手届を提出し、委託者の承認を受けるものとする。
イ　受託者は、業務が終了したときには、完了届を提出し、委託者の承認を受けるものとする。

（４）業務の連絡及び報告
受託者は、業務についての連絡及び報告を必要に応じて書面により十分に行い、進め方について委託者と打合せの上、円滑に進めること。

（５）成果品の管理及び帰属
業務の実施に伴い作成した資料及び成果品の著作権その他一切の権利は委託者に帰属するものとし、受託者は委託者の承認を受けずにこれを公表、譲渡、貸与又は使用しないものとする。

（６）修正
受託者は受託者の過失による不良があったときは、完了届に対する委託者の承認を受けた後であっても、受託者の責任において、委託者の指示により速やかに修正を行う。この場合において、これに要する費用は受託者の負担とする。

（７）委託料の支払
受託者は、業務完了後、成果品の検査を受け、これに合格したときは、委託料の支払を請求するものとする。委託者は、請求があった日から30日以内に委託料を支払うものとする。

（８）個人情報の保護
本業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報の取扱に係る特記事項」を遵守しなければならない。

（９）費用負担
仕様書において受託者の業務としたものに係る経費は、全て受託者の負担とする。

（10）疑義
業務の遂行に関し、この様式に記載のない事項又は疑義が生じたときは、委託者、受託者の協議の上、解決するものとする。

別記
個人情報の取扱に係る特記事項

（基本的事項）
第１　乙は、個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
（秘密保持）
第２　乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この業務が終了し、又は解除された後においても同様とする。
（収集の制限）
第３　乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲で、適正な方法により収集しなければならない。
（目的外利用及び提供の禁止）
第４　乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
（適正管理）
第５　乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
（第三者への委託等の禁止）
第６　乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による業務については自らが行い、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
（第三者への委託等の準用）
第７　この特記事項は、乙が、甲の承諾に基づき、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせるときに準用する。
（業務従事者への周知）
第８　乙は、その業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
（複写又は複製の禁止）
第９　乙は、この契約による業務を処理するため甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
（資料等の返還）
第１０　乙はこの契約による業務を処理するために、甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等は、この契約の完了後直ちに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
（資料等の廃棄）
第１１　乙はこの契約による業務を処理するために、乙自らが収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の完了後速やかに廃棄するものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
（調査）
第１２　甲は、乙がこの契約による業務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
（事故報告）
第１３　乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに、甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
（指示）
第１４　甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。
